　令和８年度湖南市入札参加資格審査申請要項
（役務の提供、物品の販売）
令和８年度において湖南市が発注する役務の提供および物品の販売の入札等に参加を希望する方は、下記に留意のうえ申請書類を提出してください。令和７・８年度申請済みの方は、本申請は不要です。ただし、受注希望種目の変更がある場合は、本申請により提出することとし、変更内容を様式第１号上部に記載してください。
記

１　審査基準日

令和８年１月１日
２　申請資格

入札参加資格対象は、次の要件を満たす者。

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に該当しないこと。

(2) 営業に関し許可､認可等を必要とする場合においては､当該許可等を得ていること。

(3) 国税および地方税を滞納していないこと。

※一切の権限を代理人（支店または営業所等）に委任する場合は、上記要件以外にも以下の要件も満たすこと。

①支店または営業所等の所在が第三者から見て明確であり、専任の常勤職員が常駐していること。

②代理人が、入札・見積・契約・金銭の請求並びに受領等に関する権限の委任を受けていること。

３　申請書類受付期間・提出方法
　　受付期間：令和８年１月１９日（月）～ 令和８年２月６日（金）
　　　　　　　郵送の場合：受付最終日の消印有効
　　　　　　　宅配便の場合：受付最終日の午後５時必着

　　提出方法：郵送または宅配便に限ります。
　　※郵送の場合はレターパックや簡易書留など追跡可能な方法で送付してください。

※封筒の表に「入札参加資格審査申請書在中」と朱書きしてください。

※審査後に受領書の送付を希望する場合は、切手（１１０円分）を貼った返信用封筒を同封してください。（受領書の発送は２月下旬～３月上旬になります。）

４　有効期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間
５　申請書類提出先

〒520-3288　滋賀県湖南市中央一丁目１番地

湖南市役所　管財契約課 契約･検査係（東庁舎３Ｆ）
ＴＥＬ　０７４８－７１－２３１３（直通）
６　提出書類
「入札参加資格審査申請一覧書」を上にし、以下の一覧表の通り、提出してください。
	
	申請提出書類
	備　考

	1 
	入札参加資格審査申請一覧書
	【市様式】

	2 
	入札参加資格審査申請書兼誓約書
（様式第１号）
	【市様式】

	3 
	営業概要表および使用印鑑届（様式第２号）
	【市様式】
「従業員数」（営業所、本社を含む会社全体の数とする）および「営業年数」は、基準日（令和８年１月１日）において記入してください。

	4 
	営業許可･営業資格等が確認できる書類の写し
	営業に対し必要な業種のみ提出

	5 
	代表者の身分（身元）証明書（写し可）

※事業者が個人の場合のみ
	本籍地で証明を受けてください。

湖南市であれば市民課となります。

提出日から３箇月以内に発行されたもの

	6 
	履歴（現在）事項全部証明書（写し可）
※事業者が法人の場合のみ
	法務局で証明を受けてください。

提出日から３箇月以内に発行されたもの

	7 
	市税納税証明書（写し可）

市税に滞納が無いことの証明

※市内業者の場合のみ
	証明日現在において、未納の税がないことを証明するもの湖南市税務課で証明を受けてください。

申請者が個人の場合は、本人のもの 

申請者が法人の場合は、当該法人のもの

提出日から３箇月以内に発行されたもの

	8 
	消費税等納税証明書（写し可）

法人：様式「その３の３」 法人税・消費税等に滞納が無いことの証明

個人：様式「その３の２」 申告所得税・消費税等に滞納が無いことの証明
	税務署で証明を受けてください。

提出日から３箇月以内に発行されたもの

※市内業者の場合の入手先：水口税務署

	9 
	営業所一覧表（任意様式）
	委任する支店（営業所等）に赤のアンダーラインを引くこと。委任がない場合は不要。

	10 
	委任状（様式第３号）
	【市様式】
支店または営業所等に権限を委任する場合必要。委任がない場合不要

	11 
	資本関係・人的関係調書（様式第４号）
	【市様式】

	12 
	電算入力票（別記様式）
	役務の提供、物品の販売の両方に資格申請を希望される場合は、それぞれについて電算入力票を作成してください。


７　その他
・申請書、その他すべての書類は、本店（本社）名で申請してください。
・提出書類①～⑪は、列記順に並べ、「入札参加資格審査申請一覧書」を一番上にし、
左上角１箇所をホッチキス止めしてください。

・電算入力票⑫は左上角１箇所をホッチキス止めし、①～⑪とは別にしてください｡（役務と物品は分けてホッチキス止めしてください。）
・申請に不要な書類等が添付されていた場合は処分します。

・有効期間内に申請内容に変更等があった場合は、変更前の内容と変更後の内容がわかる様式で変更届を提出してください。

・行政手続における押印見直しにより、申請書等への押印は不要とします。（入札書、契約書、請求書等は引き続き押印が必要となるため、それらに使用する印鑑は使用印鑑届により届け出てください。）
・前年度までは、財務諸表類の提出を求めていましたが、今年度から、営業概要表および使用印鑑届（様式第２号）に簡略化し、まとめました。
　　・昨年度に申請済みの方で、商号または名称、代表者、住所、連絡先、使用印鑑等の変更がある方は本申請が不要となり、下記湖南市HPと参照のうえ、変更届を提出してください。
（湖南市HP）
https://www.city.shiga-konan.lg.jp/shigoto/nyusatsu_keiyaku/5180.html
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